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鳥羽市の給与・定員管理等について  

 

１  総括  

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

住民基本台帳人口  

（６年１月１日）  

 歳  出  額  

        Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

      Ｂ 

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

４年度の人件費率  

５年度  

 

              人 

1 6 , 8 4 2  

      千円  

1 3 , 1 8 1 , 8 5 0  

     千円  

4 6 9 , 1 8 6  

      千円  

2 , 5 1 6 , 3 4 6  

      ％ 

 1 9 . 1  

              ％ 

    2 0 . 5  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費      

  

 

 

 

 

(参 考 )一 人 当 た

り給与費   

Ｂ／Ａ  

(参 考 )類 似 団

体 平 均 一 人 当

た り 給 与 費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当   計  Ｂ  

５年度  

 

    人  

2 8 3  

     千円  

9 7 0 , 9 7 5  

    千円  

1 8 3 , 5 3 0  

    千円  

3 8 4 , 6 7 3  

   千円  

1 , 5 3 9 , 1 7 8  

千円  

5,439 

        千円  

  5 , 9 1 6  

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数については、５年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫

定再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含ま

ない。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前

再任用短時間勤務職員の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれて

いない。  

 

 (3) ラスパイレス指数の状況  

 



- 2 - 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する   

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職  

俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数。  

   ２  （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス

指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するた

め、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。  

    （補正前のラスパイレス指数×（１＋該当団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に

基づく地域手当支給割合）により算出。）  

   ３  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものである。  

   ４  ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60 歳に

達した日後の最初の 4 月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の 7 割水準

に設定される職員を除いている。  

 

(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施   未実施］  

 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合

には、その理由））  

 

 

 

 

②その他の見直し内容  

 

 

 

 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（６年４月１日現在）  

    ①一般行政職  

 

 

 

 

 

 

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

鳥羽市      40.8歳      302,969円     350,857円      ― 

三重県      43.5歳      331,132円     420,711円    369,704円 

国      42.1歳      323,823円       ―    405,378円 

 類似団体      42.6歳      318,300円     374,345円    343,522円 

 

 

 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日  

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のた

め、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。  

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１

日実施）  
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②技能労務職  

区  分  

 

公 務 員  

平 均 年 齢      職員数  平均給料月額  
平均給与月額  

（ A）  

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

鳥羽市  53.1歳  8人  330,875円  347,675円       ― 

 う ち 清 掃 作 業 員  53.5歳  3人  365,366円       ―      ― 

う ち 用 務 員  ―  ―  ―     ―    ―  

三重県  ―  ―  ―  ―  ―  

国  51.2歳  1 , 8 2 9人  288,144円   ―  330,553円  

類似団体  52.3歳  1 1人  307,888円  334,311円  319,875円  

 

 

区  分  

 

民 間  

対応する民間の類似職種  平均年齢  
平均給与月額  

（ B）  

鳥羽市  ―  ―  ―  

 う ち 清 掃 作 業 員  廃 棄 物 処 理 業  4 7 . 7歳  3 1 4 , 9 0 0円  

う ち 用 務 員  他 に 分 類 さ れ な い 運 搬 ・

清 掃 ・ 包 装 等 従 事 者  4 9 . 1歳  2 4 4 , 8 0 0円  

 

 

   ③小・中学校（幼稚園）教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額   

鳥羽市      36.5歳  279,700円   ―  

三重県      41.2歳  359,168円     409,869円 

類似団体      40.8歳  301,577円     333,558円 

 

（注）１  「平均給料月額」とは、６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で

ある。  

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  

 

 

 (2) 職員の初任給の状況（６年４月１日現在）  

 

区     分  鳥  羽  市  三  重  県  国    

  

  一般行政職  

大  学  卒  196,200円   205,300円  196,200円   

高  校  卒           166,600円   173,800円         166,600円   
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 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（６年４月１日現在）  

 

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（６年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  １号給の  

給料月額  

最高号給の

給料月額  

１級  事 務 職 員 ・ 技 術 職 員  21人  13.8％  162,100円  249,400円  

２級  事 務 職 員 ・ 技 術 職 員  29人  19.1％  208,000円  305,200円  

３級  
係 長 ・ 主 査  

事 務 職 員 ・ 技 術 職 員  
43人  28.3％  240,900円  351,000円  

４級  課 長 補 佐 ・ 係 長 ・ 主 査  37人  24.3％  271,600円  382,000円  

５級  課 長 ・ 副 参 事  0人  0.0％  295,400円  394,000円  

６級  課 長 ・ 副 参 事  22人  14.5％  323,100円  411,300円  

  （ 注）１  鳥羽市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  

 

    区     分  経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年  

一般行政職  

大  学  卒          2,671百円          3,490百円           3,833百円         4,052百円  

高  校  卒          2,402百円          3,105百円           3,670百円         3,652百円  

技能労務職  

高  校  卒   ―   ―   ―   ―  

中  学  卒      2,315百円   ―           ―        3,345百円  
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 （注）  平成 18 年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び  

５級をそれぞれ統合）  
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( 2 )  国 と の 給 料 表 カ ー ブ 比 較 表 （ 行 政 職 （ 一 ） ） （６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 昇給への人事評価の活用状況（鳥羽市）  

令 和 6 年 4 月 2 日 か ら 令 和 7 年 4 月 1 日  

ま で に お け る 運 用  
管 理 職 員  一 般 職 員  

イ  人事評価を活用している    

 活用している昇給区分  
昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

 上位、標準、下位の区分      

 上位、標準の区分      

 標準、下位の区分      

 標準の区分のみ（一律）      

ロ  

 

人 事 評 価 を 活用し て い な い  ○  ○  

活用予定時期  未 定  未 定  
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４ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

鳥  羽  市  三  重  県  国  

１人当たり平均支給額 (5年度 ) 

         1,425千円  

１人当たり平均支給額 (5年度 ) 

         1,713千円  

－  

 

（ 5年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

2.45月分      2 . 0 5月分  

 ( 1.375)月分    ( 0.975)月分  

（ 5年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

2.45月分     2 . 0 5月分  

 ( 1.375)月分   ( 0.975)月分  

（ 5年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

2.45月分     2 . 0 5月分  

 ( 1.375)月分   ( 0.975)月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 1 5％  

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  1 5～ 2 5％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

・ 役 職 加 算    5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  1 0～ 2 5％  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

 

  ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（鳥羽市）  

令和 6 年度中における運用  管 理 職 員  一 般 職 員  

イ  人事評価を活用している  ○  ○  

 活用している昇給区分  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

 上位、標準、下位の区分  ○  〇  ○  ○  

 上位、標準の区分      

 標準、下位の区分      

 標準の区分のみ（一律）      

ロ  

 

人 事 評 価 を 活用し て い な い    

活用予定時期    

 

(2) 退職手当（６年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

鳥  羽  市  国    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（支給率）     自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分  33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分  47.709   月分  

最高限度額    47.709 月分  47.709   月分  

 

その他の加算措置  

(退職時特別昇給          無       )  

1人当たり平均支給額      

自己都合    8,398千円  

定年         0円  

（支給率）    自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分  33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分  47.709   月分  

最高限度額    47.709 月分  47.709   月分  

 

その他の加算措置                        

  定年前早期退職特例措置  2～ 45％  

 

 

（注）１  退職手当の１人当たり平均支給額は、５年度に退職した職員に支給された平均額である。    

      ２  「定年」には、定年退職及び定年引き上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によ  

ることなく退職した場合を含む。  
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(3) 地域手当（６年４月１日現在）  

支  給  実  績（５年度決算）        2,246千円   

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）            748,716円  

支給対象地域  支給割合  支給対象職員数  国の制度（支給割合）  

津 市           6％            1人            6％  

東 京 都 特 別 区  20％  0人   20％    

鳥 羽 市           0％            0人            0％  

市 内 診 療 所 の 医 師         16％            2人          16％  

 

 (4) 特殊勤務手当（６年４月１日現在）  

支給実績（５年度決算）  6 , 7 0 1千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）  8 7 , 0 2 6円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度）  2 3％  

手当の種類（手当数）  8種 類  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  左記職員に対する支給単価  

感染症防疫作

業従事手当  

防 疫 業 務 に 従 事 し た 職

員  

 

感 染 症 防 疫 作 業  １日につき 300円  

 

行旅病人及び

死体の取扱作

業従事手当  

行 旅 病 人 取 扱 作 業 に 従

事 し た 職 員  

 

行 旅 病 人 の 取 扱 作 業  １件当たり 1,500円  

死 体 取 扱 作 業 に 従 事 し

た 職 員  

 

死 体 の 取 扱 作 業  １件当たり 3,000円  

消防職員業務

従事手当  

火災・水防その他災害出動

した消防職員  

 

火災出動等における危険作

業  

1 件につき 250 円  

救急業務に従事した消防職

員  

 

救急業務  1 件につき 250 円  

救急救命士の資格を有する

消防職員  

 

救急救命措置に係る業務  上記に 300 円加算  

船舶職員業務

従事手当  

船長職務に従事した船員  船長業務  1 日につき 120 円  

機関長職務に従事した船員  機関長業務  1 日につき 80 円  

災 害 業 務 従 事

手当  

災 害 対 策 本 部 の 指 示 に よ

り、災害業務（気象警報発

令中、屋外被害状況調査等）

に従事した職員  

災害業務（気象警報発令中、

屋外被害状況調査等）  

1日につき 250円  

災害応急対策

等派遣手当  

災 害 が 発 生 し た 鳥 羽 市

の 区 域 外 の 地 域 に 派 遣

さ れ 、 災 害 応 急 対 策 又

は 災 害 復 旧 の た め の 業

務 に 従 事 し た 職 員  

災 害 応 急 対 策 又 は 災 害

復 旧 業 務  

1 日につき 840 円  



- 9 - 

大 規 模 地 震 対 策 特 別 措

置 法 に 基 づ き 、 避 難 勧

告 、 避 難 指 示 、 立 入 禁

止 退 去 命 令 等 の 措 置 が

さ れ た 区 域 に お い て 、

災 害 応 急 対 策 又 は 災 害

復 旧 の た め の 業 務 に 従

事 し た 職 員  

災 害 応 急 対 策 又 は 災 害

復 旧 業 務  

1 日につき 1,680 円  

医療事務従事

手当（医師）  

医 師 国 家 試 験 に 合 格 し

、 診 療 所 に お い て 医 療

事 務 に 従 事 す る 職 員  

医 療 事 務  1 月につき 70,000 円 

往 診 業 務  社 会 保 険 診 療 報 酬 点 数

表 乙 表 に 定 め る 往 診 料

の 1/2 

夜 間 診 療 待 機  1 夜につき 4,200 円  

医療事務従事

手当（看護師） 

看 護 師 国 家 試 験 又 は 准

看 護 師 試 験 に 合 格 し 、

診 療 所 に お い て 医 療 事

務 に 従 事 す る 職 員  

医 療 事 務  1日につき 150円（限度額

1,500円）  

 

 (5) 時間外勤務手当   

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ）                 9 3 , 6 3 8千円  

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額  

（ ５ 年 度 決 算 ）  
                   3 0 9千円  

支 給 実 績 （ ４ 年 度 決 算 ）                 8 1 , 1 7 1千円  

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額  

（ ４ 年 度 決 算 ）  
                   2 6 1千円  

（注）  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（５年度決算）」と同じ年

度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

(6) その他の手当（６年４月１日現在）  

 

手  当  名  

 

内容及び支給単価  
国 の 制 度

と の 異 同  

国 の 制 度 と

異 な る 内 容  

支 給 実 績  

（ ５ 年 度 決 算 ） 

支給職員１人当たり  

平均支給年額  

（５年度決算）  

扶 養 手 当      ア  配 偶 者   6 , 5 0 0 円  

イ  子     1 0 , 0 0 0 円  

ウ  配 偶 者 ・ 子 以 外 の 扶 養 親 族  

6 , 5 0 0 円  

 

  な お 、満 1 6 歳 以 上 2 2 歳 ま で の 子

に つ い て は  5 , 0 0 0円 加 算  

同  -    40,847千円  275,995円  
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住 居 手 当      ア  借 家 、 借 間 居 住 者 支 給 対 象  

   1 6 , 0 0 0 円 を 超 え る 額  

   最 高 支 給 額   2 7 , 0 0 0円  

同  - 15,536千円  250,576円  

通勤手当  ア  交 通 機 関 利 用 者  

  全 額 支 給 限 度 額  

  支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い

  支 給 単 位 期 間 の 1 ヶ 月 当 た り の  

  運 賃 相 当 額     5 5 , 0 0 0 円  

イ  交 通 用 具 利 用 者  

  2 ｋ ｍ 以 上 5 ｋ ｍ 未 満      

 2 , 0 0 0 円  

  5 ｋ ｍ 以 上 1 0 ｋ ｍ 未 満     

 4 , 2 0 0 円  

  1 0 ｋ ｍ 以 上 6 0 ｋ ｍ 未 満    

距 離 区 分 に 応 じ て  

7 , 1 0 0 円 ～ 2 9 , 8 0 0 円  

  6 0 ｋ ｍ 以 上     3 1 , 6 0 0 円  

同  - 21,740千円  91,345円 

初任給調整  

手当  

医 師 の 資 格 を 有 し 、採 用 に よ る 欠 員

補 充 が 困 難 な 職 に 採 用 さ れ た 職 員

に 一 定 期 間 支 給  

 最 高 月 額  4 1 4 , 8 0 0 円  

同  -    9,618 千円  4,809,086 円 

管理職手当  

 

 

 

 

課 長 ・ 副 参 事 の 管 理 職 に 支 給  

ア  課 長       5 1 , 9 0 0円  

イ  副 参 事       4 5 , 4 0 0円  

異  管理又は監督の

地位にある職員

の官職のうち、規

則で指定する官

職を占める職員

に対し支給  

14,894千円  5 9 5 , 7 6 0円  

管理職員  

特別勤務  

手当  

管 理 職 員 が 週 休 日 等 に 勤 務 し た  

場 合         6 , 0 0 0円  

た だ し 、 勤 務 に 従 事 し た 時 間 が  

6 時 間 を 超 え る 場 合   9 , 0 0 0円  

 

管 理 職 員 が 週 休 日 等 以 外 の 日  

の 深 夜 に 災 害 等 に よ り 勤 務 し た  

場 合    1 回 に つ き 3 , 0 0 0 円  

異  管理職が臨時又

は救急の必要等

により週休日又

は休日等に勤務

した場合  

一種  6,000 円  

二種  5,000 円  

三種  4,300 円  

四種  3,500 円  

五種  3,000 円  

447千円  4 4 , 7 0 0円  
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休日勤務  

手当  

休 日 等 に 勤 務 し た 職 員 に 通 常 の 時

間 単 価 に 1 0 0 分 の 1 3 5を 乗 じ た 額  

同  - 12,400 千円  516,682 円  

夜間勤務  

手当  

正 規 の 勤 務 時 間 と し て 午 後 1 0時 か

ら 翌 日 の 午 前 5 時 ま で の 間 に 勤 務 し

た 職 員 に 支 給  時 間 単 価 の 1 0 0 分 の

2 5  

同  - 3,081 千円  93,374 円  

特地勤務  

手当  

神 島 町 に 所 在 す る 公 署 に 勤 務 す る

た め 住 居 を 移 転 し た 職 員 給 料 月 額

の 1 2 ％  

- - 1,188 千円  396,144 円  

単身赴任  

手当  

公 署 を 異 に す る 異 動 等 に 伴 い 、住 居

を 移 転 し 、同 居 し て い た 配 偶 者 と 別

居 す る こ と と な っ た 職 員  

3 0 , 0 0 0 円  

交 通 距 離 の 区 分 に 応 じ て 加 算 あ り  

同  - 0 千円  0 円  

宿日直  

手当  

宿 日 直 勤 務 1 回 に つ き  4 , 4 0 0円  同  -        0 千円           0 円  
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５  特別職の報酬等の状況（６年４月１日現在）  

 
区      分  給 料 月 額 等                     

給 

料 

市    長  

 

副  市  長  

 

               890,000 円  

    （     890,000 円）  

               688,000 円  

    （     688,000 円）  

（参考）類似団体における最高／最低額  

       985,000 円／    391,500 円  

 

       790,000 円／    420,000 円  

 

報 

酬 

議      長  

 

副   議   長  

 

議      員  

               443,000 円  

    （     443,000 円）  

               375,000 円  

    （     375,000 円）  

               335,000 円  

   （     335,000 円）  

       545,000 円／    230,000 円  

 

       475,000 円／    200,000 円  

 

       442,000 円／    180,000 円  

 

期
末
手
当 

市    長  

副  市  長  

       （５年度支給割合）  

                 3.55 月分  

 

議      長  

副   議   長  

議      員  

       （５年度支給割合）  

                 3.25 月分  

 

退
職
手
当 

市    長  

副  市  長  

 （算定方式）             （１期の手当額）（支給時期）  

   給料月額×（ 450/100）×在職年数      16,020千円     任期毎 

   給料月額×（ 280/100）×在職年数       7,706千円     任期毎 

備    考   

（注）１  給料及び報酬の（  ）内は、減額措置を行う前の金額である。  

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期    

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。  
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６  職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                     
（各年４月１日現在）  

          区  分  
部  門  

職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

   主 な 増 減 理 由            
 令和 5年  令和 6年  

  
 普  
  
 通  
  
 会  
  
計  

  
部  

  
門  

  
 

 一  
 般  
 行  
 政  
 部  
 門  
 

議 会  
総 務 企 画  
税 務  
民 生  
衛 生  
労 働  
農 林 水 産  
商 工  
土 木  

3  
4 9  
1 5  
6 7  
3 2  
0  

1 3  
1 2  
1 8  

3  
5 2  
1 4  
6 6  
3 1  
0  

1 3  
1 2  
1 8  

0  
3  

△ 1  
△ 1  
△ 1  

0  
0  
0  
0  

 
人 事 異 動 に よ る 増  
人 事 異 動 に よ る 減  
退 職 等 に よ る 減  
人 事 異 動 に よ る 減  
 
 
 
 

  計  
 
 

2 0 9  
         

 

2 0 9  
         

 

0  ＜参考＞                         
  人口１万人当たり職員数 124.09人 
 （類似団体の人口１万人当たりの職員数  85.28 人）  

 教育部門  2 0  2 2  2  人 事 異 動 に よ る 増  
 消防部門  4 6  4 6  0   
  小    計  
 
 

2 7 5  
 
 

2 7 7  
 
 

2  
 
＜参考＞                         
  人口１万人当たり職員数 164.47 人  
 （類似団体の人口１万人当たりの職員数  109.56 人）  

公会  
営計  
企部  
業門  
等  

水 道  
交 通  
下 水 道  
そ の 他  

8  
3 2  
1  

1 1  

8  
3 1  
2  

1 2  

0  
△ 1  

1  
1  

 
退 職 等 に よ る 減  
人 事 異 動 に よ る 増  
人 事 異 動 に よ る 増  

  小    計  5 2  5 3  1   
合   計  3 2 7  

[  5 5 7  ]  
3 3 0  

[  5 5 7  ]  
3  ＜参考＞                           

   人口１万人当たり職員数 195.94 人 

（注）１  職員数は一般職に属する職員数である。  

２  [     ]内は、条例定数の合計である。  

 

( 2 )  年齢別職員構成の状況（６年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

職 員 数  

(６ 年 度 )  

人  

2 

人  

25 

人  

29 

人  

26 

人  

38 

人  

35 

人  

42 

人  

36 

人  

38 

人  

30 

人  

25 

人  

4 

人  

330 
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部門別  

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 元 年  ２ 年  ３ 年  ４ 年  ５ 年  ６ 年  
過去５年間  

の増減数（率）  

一般行政  209 212 217 216 209 209 0( 0％ ) 

教育  32 27 28 24 20 22 △ 10(△ 31.3％ ) 

消防  46 46 46 46 46 46 0(   0％ ) 

普通会計計  287 285 291 286 275 277 △ 10(△ 3.5％ ) 

公営企業等会計計  56 55 51 54 52 53 △ 3(△ 5.4％ ) 

総合計  343 340 342 340 327 330 △ 13(△ 3.8％ ) 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。  

 

７  公営企業職員の状況  

 

 (1) 水道事業  

①  職員給与費の状況  

ア  決算  

区  分  

 

 

総費用  

 

      Ａ 

純損益又は  

実質収支  

 

職員給与費  

  

     Ｂ 

総費用に占める  

職員給与費比率  

     Ｂ／Ａ  

 (参考 ) 

４年度の総費用に占

める職員給与費比率  

５年度  

 

         千円  

9 6 2 , 2 7 4  

       千円  

1 6 8 , 8 7 1  

        千円  

7 2 , 2 8 6  

             ％ 

7 . 5 1  

                ％  

8 . 8 4  

 

 

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり  

給与費  B / A  

 

 

 

 

(参考 )市町村平均

一人当たり給与費  給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

５年度  

 

    人  

9  

    千円  

3 3 , 4 1 3  

    千円  

 3 , 9 0 6  

    千円  

1 3 , 5 6 1  

    千円  

5 0 , 8 8 0  

       千円  

5 , 6 6 4  

       千円  

6 , 1 1 8  

（注）１  職員手当には退職給与金を含まない。  

２  職員数は、５年４月１日現在の人数である。  

３  職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）  

及び定年前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員を含まない。  

 

イ   特記事項  

 

    ②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（６年４月１日現在）  

区  分  平均年齢  基本給  平均月収額   

鳥  羽  市       45.7歳    319,543円 471,111円  

団  体  平  均       45.8歳    337,221円 508,691円  

（注）  平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 

 

 

 

年  度  
部門別  
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    ③  職員の手当の状況  

ア  期末手当・勤勉手当  

    鳥  羽  市  鳥羽市  （一般行政職・団体平均等）  

１人当たり平均支給額（５年度）       

          1,650 千円  

１人当たり平均支給額（５年度）       

         1,425 千円  

（５年度支給割合）  

        期末手当       勤勉手当  

        2 . 4 5月分      2 . 0 5  月分  

       (  1 . 3 7 5 )月分   (  0 . 9 7 5  )月分  

（５年度支給割合）  

        期末手当       勤勉手当  

        2.45月分      2.05 月分  

       ( 1.375)月分   ( 0.975 )月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 

 役 職 加 算   5～ 1 5％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 

 役 職 加 算   5～ 1 5％  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

イ  退職手当（６年４月１日現在）  

      鳥  羽  市       鳥羽市  （一般行政職・団体平均等）  

（支給率）     自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分  33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分  47.709   月分  

最高限度額    47.709 月分  47.709   月分  

 

その他の加算措置  

(退職時特別昇給          無       )  

1人当たり平均支給額      

自己都合        0千円  

定年          0千円  

（支給率）     自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        19.6695月分  24.586875月分  

勤 続 2 5 年        28.0395月分  33.27075 月分  

勤 続 3 5 年        39.7575月分  47.709   月分  

最高限度額    47.709 月分  47.709   月分  

 

その他の加算措置  

(退職時特別昇給          無       )  

1人当たり平均支給額      

自己都合    8,398千円  

定年         0円  

（注）１  退職手当の１人当たり平均支給額は、５年度に退職した職員に支給された平均額である。    

      ２  「定年」には、定年退職及び定年引き上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によ  

ることなく退職した場合を含む。  

 

ウ  地域手当（６年４月１日現在）  

 

 

 

 

支  給  実  績（５年度決算）             0 千円   

 

              

    

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算）                   0  円  

支給対象地域  支給割合  支給対象職員数  一般行政職の制度（支給割合） 

鳥 羽 市           0％            0人                0％  

 

エ  特殊勤務手当（６年４月１日現在）  

支給実績（５年度決算）  1 0千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）  1 0 , 0 8 0円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度）  1 1％  

手当の種類（手当数）  1種 類  

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  支給実績 

(５年度決算） 

左記職員に対する支給

単価 

災害業務従事

手当  

災 害 対 策 本 部 の 指 示

に よ り 、 災 害 業 務 （

気 象 警 報 発 令 中 、 屋

災 害 業 務 （ 気 象 警

報 発 令 中 、 屋 外 被

害 状 況 調 査 等 ）  

10千円   日額 250円  
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外 被 害 状 況 調 査 等 ）

に 従 事 し た 職 員  

オ  時間外勤務手当  

支給実績（５年度決算）               1,374千円  

職員 1 人当たり平均支給年額（５年度決算）  172千円  

支給実績（４年度決算）               798千円  

職員 1 人当たり平均支給年額（４年度決算）  100千円  

（注）１  時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。  

２  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（５年度決算）」と同じ

年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象

とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  

 

カ  その他の手当（６年４月１日現在）  

 

手当名  

 

 

内容及び支給単価  

 

一般行政

職の制度

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績
 

（５年度決算）
 

支給職員 1人当た  

り平均支給年額 

（５年度決算） 

扶 養 手 当      ア  配 偶 者   6 , 5 0 0 円  

イ  子     1 0 , 0 0 0 円  

ウ  配 偶 者 ・ 子 以 外 の 扶 養 親 族  

6 , 5 0 0 円  

 

  な お 、満 1 6 歳 以 上 2 2 歳 ま で の 子 に

つ い て は  5 , 0 0 0 円 加 算  

同  -    1,098千円  274,500円  

住 居 手 当      ア  借 家 、 借 間 居 住 者 支 給 対 象  

   1 6 , 0 0 0 円 を 超 え る 額  

   最 高 支 給 額   2 7 , 0 0 0円  

同  - 258千円  129,000円  

通勤手当  ア  交 通 機 関 利 用 者  

  全 額 支 給 限 度 額  

  支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い  

 支 給 単 位 期 間 の 1ヶ 月 当 た り の  

  運 賃 相 当 額     5 5 , 0 0 0 円  

イ  交 通 用 具 利 用 者  

  2 ｋ ｍ 以 上 5 ｋ ｍ 未 満      

 2 , 0 0 0 円  

  5 ｋ ｍ 以 上 1 0 ｋ ｍ 未 満     

 4 , 2 0 0 円  

  1 0 ｋ ｍ 以 上 6 0 ｋ ｍ 未 満    

距 離 区 分 に 応 じ て  

7 , 1 0 0 円 ～ 2 9 , 8 0 0 円  

  6 0 ｋ ｍ 以 上     3 1 , 6 0 0 円  

同  - 543千円  90,517円 
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初任給調整  

手当  

医 師 の 資 格 を 有 し 、採 用 に よ る 欠 員 補

充 が 困 難 な 職 に 採 用 さ れ た 職 員 に 一

定 期 間 支 給  

 最 高 月 額  4 1 4 , 8 0 0 円  

同  - 0 千円  0 円  

管理職手当  課 長 ・ 副 参 事 の 管 理 職 に 支 給  

ア  課 長       5 1 , 9 0 0円  

イ  副 参 事       4 5 , 4 0 0円  

同  - 623 千円  622,800 円  

管理職員  

特別勤務  

手当  

管 理 職 員 が 週 休 日 等 に 勤 務 し た  

場 合         6 , 0 0 0円  

た だ し 、 勤 務 に 従 事 し た 時 間 が  

6 時 間 を 超 え る 場 合   9 , 0 0 0円  

 

管 理 職 員 が 週 休 日 等 以 外 の 日  

の 深 夜 に 災 害 等 に よ り 勤 務 し た  

場 合    1 回 に つ き 3 , 0 0 0 円  

同  - 0千円  0 円  

休日勤務  

手当  

休 日 等 に 勤 務 し た 職 員 に 通 常 の 時 間

単 価 に 1 0 0 分 の 1 3 5 を 乗 じ た 額  

同  - 0千円  0 円  

夜間勤務  

手当  

正 規 の 勤 務 時 間 と し て 午 後 1 0時 か ら

翌 日 の 午 前 5 時 ま で の 間 に 勤 務 し た 職

員 に 支 給  時 間 単 価 の 1 0 0 分 の 2 5  

同  - 0千円  0 円  

特地勤務  

手当  

神 島 町 に 所 在 す る 公 署 に 勤 務 す る た

め 住 居 を 移 転 し た 職 員 給 料 月 額 の 1 2

％  

同  - 0千円  0 円  

単身赴任  

手当  

公 署 を 異 に す る 異 動 等 に 伴 い 、住 居 を

移 転 し 、同 居 し て い た 配 偶 者 と 別 居 す

る こ と と な っ た 職 員  

3 0 , 0 0 0 円  

交 通 距 離 の 区 分 に 応 じ て 加 算 あ り  

同  - 0千円  0 円  

宿日直  

手当  

宿 日 直 勤 務 1 回 に つ き  4 , 4 0 0円  同  - 0千円  0 円  
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８  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

 

（ 1）  勤 務 時 間  

原 則 週 休 2 日 制 、週 3 8 時 間 4 5 分 勤 務 で 、1 日 の 勤 務 時 間 は 8 時 3 0 分 か ら 1 7 時 1 5 分 ま

で と な っ て い ま す 。  

市 民 サ ー ビ ス の 向 上 、 業 務 の 効 率 化 な ど の 目 的 で 、 勤 務 時 間 帯 を ず ら し た り 、 交 替 制 勤

務 に す る な ど 業 務 内 容 に よ っ て 異 な る 勤 務 形 態 を と っ て い ま す 。  

（ 2）  休 暇 制 度  

休 暇 に は 大 き く 次 の 4 つ が あ り ま す 。  

 ①  年 次 有 給 休 暇 ： 1 年 （ 暦 年 ） あ た り 2 0 日 間 の 年 次 有 給 休 暇 が 与 え ら れ ま す 。 残 日 数

が あ る 場 合 は 、 2 0 日 を 限 度 と し て 翌 年 に 繰 り 越 す こ と が で き ま す 。  

②  病 気 休 暇   ： 病 気 療 養 に 必 要 な 期 間 （ 9 0 日 以 内 ） に つ い て 有 給 で 与 え ら れ ま す 。  

③  特 別 休 暇   ： 特 定 の 事 由 に 基 づ い て 有 給 で 認 め ら れ ま す 。 結 婚 休 暇 、 忌 引 休 暇 、

産 前 ・ 産 後 休 暇 、 ボ ラ ン テ ィ ア 休 暇 、 夏 季 休 暇 な ど が あ り ま す 。  

④  介 護 休 暇   ：要 介 護 者 の 介 護 を す る 場 合 、 6 月 以 内 に 3 回 ま で 分 割 し て 取 得 可 能 で

す 。  

 

９  職員の分限及び懲戒処分の状況  

 

（ 1）  分 限 処 分 の 状 況  

分 限 処 分 は 、 公 務 能 率 を 維 持 す る こ と を 目 的 と し て 、 心 身 の 故 障 や 職 に 必 要 な 適 格 性 を

欠 く な ど 一 定 の 事 由 が あ る 場 合 に 、職 員 の 意 に 反 す る 不 利 益 な 身 分 上 の 変 動 を も た ら す 処

分 で す 。 そ の 種 類 と し て 、 免 職 、 降 任 お よ び 休 職 が あ り ま す 。  

 令 和 ５ 年 度 の 分 限 処 分 の 状 況 は 表 の と お り で す 。  

 

 

 

（ 2）  懲 戒 処 分 の 状 況  

懲 戒 処 分 は 、職 員 が 法 令 や 職 務 上 の 義 務 等 に 違 反 し た 場 合 に 道 義 的 責 任 を 問 う こ と に よ

り 、 公 務 に お け る 規 律 と 秩 序 を 維 持 す る こ と を 目 的 と す る 処 分 で す 。  

 そ の 種 類 と し て 、 免 職 、 停 職 、 減 給 、 戒 告 が あ り ま す 。  

市 民 の み な さ ん か ら の 信 頼 を 確 保 し て い く た め に 、今 後 と も 服 務 規 律 の 遵 守 の 徹 底 を 図

る と と も に 、 不 祥 事 が 発 生 し た 際 に は 厳 正 に 対 処 し て ま い り ま す 。  

令 和 ５ 年 度 の 懲 戒 処 分 の 状 況 は 表 の と お り で す 。  

区分  免職  停職  減給  戒告  合計  

市長部局      ０人  

 

１０  職員の服務の状況  

（ 1）  服 務 に 関 す る 基 本 原 則 の 概 要  

基本原則  概       要  

職務専念義務  全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行する義務  

信用失墜行為の禁止  職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為の禁止  

営利企業等の従事制限  営利企業等の従事することは制限されており、従事する場合には許可が必要  

争議行為等の禁止  争議行為等の禁止  

守秘義務  職務上知り得た秘密を漏らさない  

政治的行為の制限  政党その他の政治団体の結成等に関与する等の政治的行為の禁止  

区分  免職  降任  休職  合計  

市長部局    ８人  ８人  
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１１  職員の研修及び人事評価の状況（令和５年度）  
 

（ 1）  職 員 研 修 の 実 施 状 況  

職 員 研 修 に つ い て は 、 基 本 方 針 と し て  

 

   ①  職 責 の 重 要 性 を 認 識 す る と と も に 、 人 間 性 豊 か な 職 員 の 育 成  

   ②  職 務 を 公 正 ・ 的 確 か つ 効 率 的 に 処 理 す る 実 務 能 力 を 備 え た 職 員 の 育 成  

   ③  幅 広 い 視 野 、 柔 軟 な 思 考 力 を 備 え た 職 員 の 育 成  

 

に 沿 っ て 実 施 し て い ま す 。  

 実 施 状 況 に つ い て は 、 表 の と お り で す 。  

 

＜ 庁 内 研 修 ・ 自 己 啓 発 ＞  

研   修   名  受講者数  日数  

ファシリテーション研修  38 人  2 日  

モチベーション向上研修  37 人  1 日  

階級別職員研修（係長級）  41 人  1 日  

階級別職員研修（課長補佐級）  27 人  1 日  

階級別職員研修（課長級）  17 人  1 日  

交通安全研修  15 人  1 日  

認知症サポーター養成講座  12 人  1 日  

新採職員研修  10 人  2 日  

財務・会計に関する研修  19 人  1 日  

入札・契約事務研修  16 人  1 日  

人権学習会  11 人  1 日  

障害者差別解消に関する研修  29 人  1 日  

メンタルヘルス研修  10 人  1 日  

官製談合防止法研修  34 人  1 日  

財政に関する研修  13 人  1 日  

鳥羽市ゼロカーボンシティ推進計画に関する研修  15 人  1 日  

法定調書の作成に係る事務研修  36 人  1 日  

 

＜ 派 遣 研 修 ＞  

派   遣   先  受講者数  

三重県市町総合事務組合等  71 人  

 

＜ 専 門 研 修 ＞  

研   修   名  受講者数  

官民連携まちづくり塾  4 人  

 

（ 2）   職 員 の 人 事 評 価 の 状 況  

職 員 の 能 力 、 資 質 、 業 績 、 勤 務 態 度 等 を 把 握 し 人 事 管 理 へ 反 映 さ せ る た め 、 平 成 2 8 年

度 よ り 地 方 公 務 員 法 第 2 3 条 の 2 第 1 項 に 基 づ く 人 事 評 価 を 実 施 し て い ま す 。  
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１２  職員の福祉及び利益の保護の状況  
 

（ 1）  職 員 の 健 康 管 理 に つ い て  

労 働 安 全 衛 生 法 及 び 安 全 衛 生 管 理 規 程 に 基 づ き 、職 員 の 安 全 及 び 健 康 を 確 保 す る と と も

に 快 適 な 職 場 環 境 の 形 成 を 促 進 す る た め 、 安 全 衛 生 委 員 会 の 開 催 、 定 期 健 康 診 断 、 メ ン タ

ル ヘ ル ス 研 修 、 産 業 医 の 保 健 指 導 ・ 健 康 相 談 、 メ ン タ ル ヘ ル ス カ ウ ン セ リ ン グ を 実 施 し て

い ま す 。  

 

（ 2）  互 助 会 へ の 支 出 状 況  

地 方 公 務 員 法 第 4 2 条 に 定 め ら れ て い る 、 職 員 の 保 健 、 元 気 回 復 そ の 他 厚 生 に 関 す る 事

項 に つ い て 計 画 を 樹 立 し 実 施 し て い く た め 、（ 一 財 ） 三 重 県 市 町 職 員 互 助 会 に 加 入 し て い

ま す 。  

 

  令 和 ５ 年 度 負 担 金 支 払 額   4,691,920 円  

（ 6 年 4 月 1 日 現 在 ）  

 

（ 3）  そ の 他 の 福 利 厚 生 に つ い て  

職 員 の 共 済 制 度 に つ い て は 、地 方 公 務 員 等 共 済 組 合 法 に 基 づ き 各 共 済 組 合 に て 制 度 を 実

施 し て い ま す 。  

令 和 ５ 年 度 負 担 金 支 払 額  

375,403,028 円 （ 三 重 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 ）  

7,887,711 円 （ 公 立 学 校 共 済 組 合 三 重 支 部 ）  

 

公 務 災 害 補 償 に つ い て は 、地 方 公 務 員 災 害 補 償 法 に 基 づ き 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 が 主

体 と な り 制 度 を 実 施 し て い ま す 。  

令 和 ５ 年 度 確 定 負 担 金 額    3,165,410 円  

事業名称  事業内容  

各
種
祝
金 

・結婚祝金  ・会員が結婚した時   50,000 円  

・銀婚祝金  ・会員が銀婚を迎えた時  30,000 円  

・出産祝金  ・会員及び配偶者が出産した時  1 人につき  30,000 円  

・入学祝金  ・会員の扶養家族が小、中学校に入学した時  10,000 円  

・卒業祝金  ・会員の扶養家族が中学校を卒業した時  10,000 円  

弔
慰
金 

・弔慰金  ・会員、会員の配偶者及び子、会員の実父母、会員の同居の  

  親族が死亡した時  

    会員  100,000 円  

    配偶者及び子  50,000 円  

    会員の実父母 (養父母を含む）  20,000 円  

レ
ク
・ 

レ
ジ
ャ
ー 

・活力づくり補助金  ・会員がリフレッシュのため宿泊施設を利用し、１泊以上の旅行  

  をした時など  

     10,000 円  

そ
の
他
事
業 

・入院見舞金  ・会員、会員の配偶者及び子が病気や怪我で入院した時  

    

    1 日につき  会員  2,000 円  

      配偶者及び子  1,300 円  
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１３  公平委員会の報告  
 

（ 1）  公 平 委 員 会 の 概 要  

①  職 員 の 給 与 等 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 を 審 査 及 び 判 定 し 、必 要 な 措 置 を 執 り ま す 。 

②  職 員 に 対 す る 不 利 益 な 処 分 に つ い て の 不 服 申 立 て に 対 す る 裁 決 又 は 決 定 を し ま す 。  

 

（ 2）  公 平 委 員 会 の 業 務 の 状 況 （ 令 和 ５ 年 度 ）  

業務の種別  件数  

勤務条件に関する措置の要求  0 件  

不利益処分に関する不服申立て  0 件  

 

 

 

 

 

 


